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（
財
政
金
融
委
員
会
）

金
融
先
物
取
引
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
一
三
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
金
融
先
物
取
引
を
め
ぐ
る
環
境
の
変
化
に
対
応
し
、
金
融
先
物
取
引
の
委
託
者
等
の
保
護
を
図
る
必
要
性
に

か
ん
が
み
、
一
般
顧
客
を
相
手
方
と
す
る
店
頭
金
融
先
物
取
引
等
を
金
融
先
物
取
引
業
に
追
加
す
る
と
と
も
に
、
金
融
先
物
取

引
業
の
許
可
制
か
ら
登
録
制
へ
の
変
更
、
金
融
先
物
取
引
業
者
に
対
す
る
行
為
・
財
務
規
制
の
整
備
等
、
所
要
の
措
置
を
講
ず

る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
金
融
先
物
取
引
業
の
登
録
制
の
導
入

一
般
顧
客
を
相
手
方
と
し
て
行
う
店
頭
金
融
先
物
取
引
又
は
そ
の
媒
介
等
を
「
金
融
先
物
取
引
業
」
の
定
義
に
含
め
、
当

該
取
引
を
取
り
扱
う
業
者
を
「
金
融
先
物
取
引
業
者
」
と
し
て
規
制
の
対
象
と
し
た
上
で
、
金
融
先
物
取
引
業
を
許
可
制
か

ら
登
録
制
に
変
更
す
る
。

二
、
金
融
先
物
取
引
業
者
に
対
す
る
規
制
の
整
備

１

金
融
先
物
取
引
に
つ
い
て
損
失
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
か
つ
、
当
該
損
失
の
額
が
委
託
証
拠
金
そ
の
他
の
保
証
金

の
額
を
上
回
る
お
そ
れ
が
あ
る
旨
等
の
重
要
事
項
に
つ
い
て
、
広
告
へ
の
表
示
等
を
義
務
付
け
る
。
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２

金
融
先
物
取
引
業
者
が
、
勧
誘
の
要
請
を
し
て
い
な
い
一
般
顧
客
に
対
し
て
訪
問
又
は
電
話
に
よ
る
勧
誘
を
す
る
こ
と

等
を
禁
止
す
る
。
ま
た
、
顧
客
の
知
識
、
経
験
等
に
照
ら
し
て
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
勧
誘
を
行
い
顧
客
保
護
に
欠
け
る

こ
と
の
な
い
よ
う
に
業
務
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

最
低
資
本
金
制
度
を
導
入
し
、
あ
わ
せ
て
、
金
融
先
物
取
引
業
者
が
リ
ス
ク
に
見
合
っ
た
自
己
資
本
を
有
し
て
い
る
こ

と
を
確
保
す
る
た
め
、
自
己
資
本
規
制
比
率
の
算
出
・
公
表
を
義
務
付
け
る
と
と
も
に
、
当
該
比
率
が
一
二
○
％
を
下
回

ら
な
い
よ
う
に
す
る
。

４

そ
の
他
、
定
期
的
な
情
報
開
示
義
務
、
金
融
先
物
取
引
業
者
の
使
用
人
の
う
ち
、
金
融
先
物
取
引
の
受
託
等
を
行
う
外

務
員
の
登
録
等
に
つ
い
て
規
定
の
整
備
を
行
う
。

三
、
施
行
期
日
等

１

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

所
要
の
経
過
措
置
等
を
定
め
る
。


